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適正料金額(以下「指導料金額」とし、う。〉が昭和37年

i月以来据え置かれたため、事業資材の値上り、ベース

アップによる人件費の増高等による経営困難を理由に昭

和40年 2月及び11月の 2田にわたって汚物取扱業者より

の陳情があれ市当局としてはその対処策として昭和41
年度から行なわれているものである。すなわち、昭和41
年度においての適正料金原価を18t当り 25円と算定し、

汚物取扱業者の現行汲取料金18t当り20円との差額5円

については、指導料金額を18t当り23円 (3円値上げ〉

におさえ、適正料金原価との差額 2円については、運営

費補助金の交付措置によって一応解決したのであるが、

汚物取扱業者の経営改善についての根本的対策とはなら

ず、昭和42年度及び43年度においても引き続き18t当り

1円の補助金が交付されている状態である。 これは、 市

がと、った対処策には次のような事項についての検討が不

十分で、あったことによるものである。

1 汲取料金が指導料金額におさえられたために生じた

昭和37年 l月から昭和40年 3月までの累積赤字の額に

ついては業者より提出された資料はあるが、この額に

ついての妥当性の検討に必要な資料を徴し市当局とし

ての認定額を決定する等の措置がとられていないこと

2 指導料金額が前述のとおり市当局が算定した適正料

金原価を下廻っているため、昭和40年度までに指導料

金額の据え置きによって生じた累積赤字があったにし

てもその解決策はたな上げとなっており、かつ、市よ

り補助金の交付を受けても昭和41年度単年度において

赤字を出さないことが期待されるだけで、既存の累積

赤字の解消余力はないものとみられ、また、指導料金

額を引き上げない限り、補助を打ち切れば少く ともそ

の額だけは赤字要因となる乙とが明らかであると考え

られること。

3 市が認めた適正料金原価を下廻る指導料金額による

汲取料金を維持したために生じた累積赤字ま適正料金

原価と指導料金額との差額〉について市の補助金をも

一ーって補てんさせることはやむを得ないが、汚物取扱業

~者の算定した料金原価と市当局が算定した適正料金原

区価との差額については、業者自身の経営努力によって

解決させるべきであり、このような赤字要因別の対策

について検討が不十分であること。二;乙;t"~

今後、し尿の収集処分の業務を、指導料金額を定めて

汚物取扱業者に行なわせるか、あるいは市が適当と認り

る者に委託してこれを行なうかいづれにしても、指導料

金額または委託料の決定に当って市当局としては適E料

金原価(適正委託料金原価)の算定が根本的な問題であ

るから、今後の施策決定についてはこの点特に慎重な検

討が望まれる。

6月下旬号 No.575 

大村市監査公表第 1号

大村市監査委員 浜田説郎

同 自 τ廿ー←
占奇 心、 百

i. 監査の対象 衛生課、収納課、農林水産

謀、農業委員会事務局

昭和43年7月4日から同年同

月156まで

次のとおり

2. 監査の時期

3. 監査の結果

地方自治法第199条第3項の規定に基づき定期監

査を執行したのでその結果を次のとおり公表す

る。

ま きえ 力1

今回の監査は主として、昭和42年度及び昭和43年度

(昭和43年6月初日現在〉の事務事業を対象として、現

金取扱い上のけん制組織、補助金の交付状況などに重点

をおいて実施したc 本監査を実施した衛生課、収納課、

農林水産課及び農業委員会事務局の昭和43年 6月初日現

在の組織、職員配置状況及び主な分掌事務は別表のとお

りである。

1 衛生課

(1) 備品台1震の整理について

物品取扱員〔特定職員の専用に係る備品については、

当該職員〉が購入、保管転換‘専用の決定等によりその

保管に属すべき備品を受入れたとき、または異動等によ

り前任者よりその保管に属する備品を引継いだときは、

備品台帳の相当欄にその氏名、受領年月 日を記入し受領

印を押すことになっているが、これらの保管(使用〉責

任者の受領印もれがかなり見受けられ、また、保管転換

棄却等による備品の払い出 しについて物品取扱員以外の

職員の払出認印が見受けられた。物品取扱いの責任体制

確立の上からも、物品会計規則に定める取扱責任者がそ

の取扱いに係る備品の受払、保管の事実を確認し押印す

ることを励行されたい。

(2) 汚物取扱業者に対する経営助成について

汚物取扱業者(し尿の収集処分を業とする者〉に対す

る運営費補助金の交付状況は次表に示すとおりである。

汚物取扱業者に対する運営費補助は、本市の指導する

昭和44年 6月20日 (1) 

監査公表

特別号

協級協~級協~級協働問級協働~~級協~~

昭和33年4月22日第三種郵便物認可 毎月 3@]1日・10日・20日発行定価1部5円



(2) 市政だより おおむ り
昭和33年 4月22日第三種郵便物認可 昭和44年 6月20日

汚物取扱業者に対する運営費補助金交付状況

よみせ~! 雲1157Z額 |品12Jii-1品74:日| 骨量 | 補LH

言十

注

(3) 

|支

(1) 

(2) 

昭和43年度は 6月分までの実績、該補助は本

年度をもって打切られる予定。

昭和41年度は投入量18.e当り補助額 2円

昭和42、何年度は投入量18.e当り補助額 l円

(3) 昭和42年度 3月分は、 35K.e (2.030円〉が

補助打切り となっている。

汚物の処理状況について ごみ及びふん尿処理の状況は次表に示すとおりである

み 処理 状況

， ，，m l"'~1 人ロトト呈 hillti北FHL入品副 J戸k

i'!lJ 

λ-5711;32litaii:;;;正;J;|;iJA--7l;:;;[ーよ-ZJJJ-tICJ-lJlJJR詔炉
二一一 二|二|に二:1色H|巨也出主五封度到 1_1-一一--一一一仁一」|L一._1-一--し」一一---一-.-一_1-一」!詰 凹以↓』i紘1蛇日江ト

一ι主二午;i口:ワ司コヨ!二コ;Ji!斗γ¥ヲヲ二l!;:ヨ;;;ι川;;t口川i仁口汁土コ1;]謂痛|匝陪E器劃3司虹巳U|[L日戸l川川川川0ωm恥3鉛引ιB引l

一ふ一|ド14.491刊 08175.031iH l' …|…1L1 1 1U1叩 γ山¥JUU'''I!ιU"I uO'"1 o"ul 

ゐ、 ん 尿 処 理 状 況

考
集 ーし一一空 一一一一一一三一-1lmi一寸 言lili*i: 作 業 員農村iL一作 業一 員 | 備

収集量lFizi:実人民l叶竺i謹直竺 そのf1tt:実人時人員時空i

処理到蹄悶言能制旨幼力 別仰54kt/υ/

l~) 1 1 十-il i J J 一向上Jn j i j JJ J 

|τ「JJ;i:に
2 収納 課

(1) 市税等の徴収状況について

当課所掌である市税等の昭和42年度及び昭和43年度

(6月初日現在〉の徴収状況は次表に示すとおりであり

市税〈国民健康保険税を除く。〉 収入については、その

収納率は僅かではあるが年々向上の一途をたどっており

特に現年度分の市税収入の確保に重点がおかれてきた結

果、昭和42年度現年度分の収納率は 99.51%を示してお

り、 関係職員の労を多とするものである。

(2) 市税前納iまう賞金の算定方法について

市税前納ほ う賞金額の算定基礎となる月数の計算につ

いて、 市民税及び固定資産税に係る場合 (当該市税の納

付の日から到来する納期の前日までの月数〉と国民健康

保険税にかかる場合(当該国保税の納付の日から納期限

の前日までの月数〉とは異なる期間計算が行なわれてい

るが、前納ほう賞金の性質からみて、その期間の終期は

納期到来の前日に統ーされるよう 規定の整備について検

討されたい。
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昭和44年 6月20日 昭和33年4月22日第三種郵便物認可 市政だよりおお むら (.3) 

市税等収入状況調 (昭和43年度は6月30日現在〉、ikl昭和 4 2 年度 ! 昭度

調定額 1収入済額1収未済入額 十|収納率 1不欠損此者 調定額 1収入済額

立 I~回キ円11 95，02'千四Ill--1平lQ岡 99.3和~ I-千J円DI~87相11~21千円P 
現固定資 産 税 108，9321108，2761 6561 99.401 01144，2041 44，364 

軽 自 動 車 税 12，639112，5171 1221 99.031 0114，154111，282 

年市たばこ消費税 47，0201 47，0201 0ρ旦必一一~LJL盟~
電 気ガス 税 24，0581 24，0581 01 100.001 01 6.3601 6，360 
鉱 産 手見 1，870 1.870 01 100.00 931 931 

度
木材引 取税 6711 871 100.00 

都 市計 画税 10，449110，360 89 99.15 12，吋 ι02

計 1 301，2701 299，7931 1， 4771 。1273，281194，221 

1，690 」 | 凶31841 m 1，272 '30 
滞臣 定資 産税 3，861 7551 2，6921 19.551 414 3，348 51 
納軽自動 車 税 529 181 291 34.22 571 413 
子柔 木材引取税 86 50 58.14 36 

越都 市 計画税 279 84 146 30.11 49 235 

| 計 6，445 19381 3，792 21.43 1，272 5，268 96 
dEb3 h 計 1 357，7151 361， 1741 5，2691 1 ，2721 283，5491 94，317 

国民健康保険税 5，7541 1，0411 3，7701 18.091 9431 4，4391 61 

詰繰越 住 宅 使 用料 ]'542 1~1_1皿」也ー_Ol~ 担

汚物処理手数料 1051 291 631 27.621 131 1411 0 

計 1 7，4G11 1.6841 4，8411. 21.671 9561 5，7681 151 

市 有 林処分状況

3農林水産課

(1)市有林の管理処分の状

況について

市有林の総面積は520.37ヘ

クタ ールで、直轄林(15.53ヘ

クタ ーノレ〉、 委託林(124.29へ

グタ ーノレ〉、 部分林 (182.03

ヘクタ ール〉、県行造林 (18.

52ヘクタ ール)に区分して造

林事業が行なわれている。市

有林の立木売払収入は、本市

財政再建整備に当つての主な

財源のーっとして、重要な役

割を果たしてきたのであるが

次第に可伐蓄積量が減少 し、

あと数年度聞は、昭和43年度

の処分予定量の 7割程度とな

る見込みである。なお、市有

林の造林並びに処分の状況は

次表に示すとおりである。

長|金額 I "，i1Iパ 松[九 J|槽↑掛 |林雑 |叶 備考|
39 119，1担 l問J15MoJ1519112| 二14itzih抑制lliZ1 二|11ml

40 l16M2iA 1151235l!?!?i | 一 1 ijjoi | 二|jdJ i

41 111，978，9251 0 J 1 8~滞 1 t持(一
一

42 17，2川 二|日 ilA|

43 165∞川il |4i6511 |
一

造林状況 (下メIJ、施肥等を除く 〉

ミマ|
新 植 補 一植

槍 キ多 檎 中三

39 1 27 ， 8~ 1 5お125，7奇16信 3 ， 8~ 1 。 針 4.8お1 1. ~1 
40 1 20，7901 3，181 8，2401 1.61 日 410.641 1，2881 0.321 

41 1 18 ~ 350 1 ι11 1 川0 1 1. 75 3，2881 0.821 1 '叫 0.351

42 1 25，4001 6.20112，0001 3.40 4，16011.041 2，64010.661 

43 I 12，州 3叩 2，4001 0州



(4) 市政だよりおおむろ 昭和33年 4月22日第三種郵便物認可 昭和44年 6月20日
包遥!'1!i)!!"'-;ζE古監彊Z国~志率~~三~まま窓立Z二:-aE4 hlt. ' 'i ! ' .'-~広三;;:;m'這誌編

昭和42年度農林水産課補助金支出状況認 (1件5万円以上〉
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-農業技術員設置補助

農業後継者育成初JiJJ

土地改良事業補助

技術員設置補助

林地肥培補助

浅海養殖事業奨励補助

.松原漁港事業費交付金

東浦 H 

赤潮被害融資資金利子補給

真珠貝増殖事業費補助

干害応急対策事業費補助

干害応急用乾草輸送費補助

飲料水運搬費補助

種苗確保事業費補助

干害恒久対策事業費補助

(2) 市営牧場について
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ての試みでありその成果が注目されるも のである。
， J 

本市牧場(認容頭数 150頭〉は畜産振興の一環として 放牧場預.託料

昭和42年 4月から発足したものであり、その管理は大村. 一一← =='一一ヰ一一=~
市農業協同組合に委託して行なわれている。牧場の利用|年 度 l調定額 i収入済額 !禁済会i備 考

状況は下表に示すとおりであるが、昭和42年10司に受託，，.， 円! 同? 円|収入未済額102， 
i 42 : 1，675，050' 1，572，420! 102，630: 630円は昭43.

頭数が激減 しているのは、同年の干害による水及び牧草し - 1 ----- '-'---1 ------1 9~f8 までに完納

等の不足がその理由となっている。 43 77[:， 00ni 口口 oonl A ()7 A.' ni I (止~6) ! 776，320! 368，88司 407，4401
なお、放牧による畜牛の育成事業は本市にとっては初め i" u，斗~=~一時~=-一一斗ーー一一」



昭和44年 6月初日 昭和33年 4月22日第三種郵便物認可

牧場利用状況

年 月 !受託頭数|返還頭数lL霊1備 考

42.4 I 30頭i 頭!

63 I 428.18一頭へい死

9 I 58 I ω23一頭へい死

10 

11 

2 i 9 

18 

4 I 14 
計 | 5O I 14 

期在受数託I 14 

2 I 54 

84 

84 

計 [ 90 1 6 I 84 

ノ

工 事 名

大 lz干:1区 分

農地法第3条による農地の所有権移
転、売買、贈与関係等

農地法第 4条による農地の転用

農地法第5条による農地の転用所有
権移転等

市政だより おおむ ら (5) 

(3) 農道台帳及び溜池台帳の整備について

施設の現況を把握しその維持管理の適正を期するため

市有の農道、溜池について施設台帳が作成されているが

台帳様式の記載内容、整理方法等については更に一覧性

を高めその実効が期せられるよ う検討が望まれる。

(4) 補助金の交付決定について

補助金の交付状況(5万円四上のもの〉は次表のとお

りであるが、補助の決定に当っては市の単独補助事業等

に係るものについて、次のような不適切な処理が見号け

られたので、今後留意の上、 補助金交付の適正を期せ ら

れたい。

ア 補助金額が少額の場合、補助目的.補助の対象と し

た事務事業等不明確なものが見受けられた。

イ 補助事業等の主体が明確で、ないものが見受けられた

すなわち、補助金の交付を受ける者が「代表者何某」

となっているが、代表されるべき事業主体が書類上確

認できず、その事業が団体かあるいは 2人以上の個人

の共同によって行なわれているのかが不明確なものが

あった。

(5) 工事請負契約状況について

昭和42年度〈昭和43年度は 6月初回現在該当な し〉の

工事請負契約(契約額10万円以上〉の状況は次表のとお

りである。

(契約額i0万円以上〉

4 農業委員会事務局

当事務局の分掌事務は別表のと

おりであるが、 農地法に基づく事

務処理の状況は次表の とお りであ

る。



監査の結果については以上のとお

りであるが、事務処理の全般につい

ては、お Lむね良好な状態が認めら

れるものである。しかしながら、 年

々複雑多岐 となる事務の処理方法については、今後も

その検討改善について不断の努力によって事務の適E

執行に遺憾のないよ うつとめられたい

:::::lhi 
…31 ， 832.80l二~

昭和33年 4月22日第三種郵便物認可

びす

昭和44年6月20日

3，328 

おおむら

33 

15，601 34 

農地法第20条による農地の賃借権の
解除、解約

市政だより(6) 

他のそ

300，806.21 計

登記関係処理件数

: 

区分
!件 数 !面吉 件 数 |面積

| 件 m'i 件 'I1'f
買 収 45 I 8，780: 1220，610 

売 渡 I 221 309，420! 99 日 9

ケ?JiI1一二三二|

掌

伝染病、結核、寄生虫病等の予防、衛生に関することコ

母子保健に関するこ と。

畜犬、そ族毘虫の駆除に関する こと。

墓地、火葬場及びと苔場に関する こと。

伝染病棟に関すること.

清掃事務所に関すること e

清掃事業の企画、調査、その他保健衛生tこ関すること。

汚物の収集、処理に関すること。

く昭和43年6月30日現在〉

分務事

:c:; 
f)L. 

ts:. 主

0
0
0
0
0
0
0
C
 

織奇品

市誌等の没収文は清治;こ分:ζ係る異議並びに訴訟に突すること.i 
市税等の督促、徴収、治的処分、徴収猶予、延滞金の減免に関 i 
するこ と。 I
不純欠損処分:こ民ずること

市税等の徴収金の受託、 ~r~:~こ院する こ と

滞泊者に係るごみ等'6理手数料及び住宅使用料の収納整理徴収 i 
lこ関すること。 I
過誤納金の還付充当に関すること c

市税等の前約報e~金の交付Lこ関すること。
県民税の徴収に係る報告、払込みに関する こと。

納税思想の啓発普及に関すること。

。。
。

0
0
0
0
 

課

農林:金融及び海外移注に関する こと.

農林業、畜産、林業主水産業の振興及び助成に関すること.

農業経営の改善、指導に関すること.

農産物の病害虫に関すること。

家畜、 家きんを飼料作物‘牧草及び牧場に関すること.

森林及び林産物/こ関する乙と.

市有材、の造成、維持管理及び立木の処分iこ関すること.

土地改良事業実施団体、林業団体、水産団体に関すること.

農林水産業に係る土木事業に関すること，

開拓、溜池に関すること。

漁港、漁船の登録及び船舶ィ船員に関すること.

その他農林行政に関すること.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

土地買収、売渡登記事務に関する乙と.

農地の転用、解約に関すること。

自作農資金、自作農組合に関する こと.

国有農地管理事務に関する こと e

農地等の対価等に関すること。

0
0
0
0
0
 


